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支援者より ： ただ、 胸が痛い

きたがわともこ
　「なんかな、【原告さん】の会社が怖いねん。おかしいねん」とい
う話を最初に聞いたのは、4 年前。「気持ち悪！」とは思ったものの、
まさか段ボールに何箱にもなるようなすさまじい文書量だとは（しか
も差別的な記事や著作物のコピーだけでなく、社員がその配布物の内
容（偏見や人種主義）に同調して書いた感想文の配布まであったとは
･･･）。その酷い内容を具体的に知れば知るほど、【原告さん】が感じ
ていた恐怖や危機感を全然わかっていなかった自分に対する ･･･ うま
く表現できない感情がわいてくる。
　わたし自身も、授業や研修の感想に「自虐史観の反日講師」と書か
れたり、インターネット上で歴史修正主義者／レイシストに絡まれた
りしたことはあり、その気持ち悪さと恐怖は想像できるつもりだった。
それが、自分が日々働く職場で。酷いなぁ、キツイなぁ ･･･―― でも
それは想像できている「つもり」でしかなかったということを、傍聴
のたびに思う。日頃、仕事として授業や研修で「想像力には限界があ
るから『相手の身になって考える』だけで差別はなくならない」とし
つこく言うくせに、こんなに頼りなく心許ない、そういう自分に対す
る怒り、ふがいなさ。そして「差別が人を分ける」ことへの憤りと悔
しさ。
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どんなに仲が良くても、信頼していても、差別がわたしたちを分
ける。学生時代、折しも指紋押捺拒否者が被告に立たされ、各地
で裁判が行われていた。傍聴に行き、専門家の意見書、証言、拒
否者の思い ･･･ 等々から学んだことは数知れない。「差別はおか
しい」と当事者が声を上げ、就職差別、入居差別、戦後補償、無
年金 ･･･ とさまざまなことが裁判で闘われてきた。闘いが、少し
ずつ日本社会を変えてきた。けれど「当事者が声を上げないとわ
からないから、声を上げてほしい」とは言いたくなくて、悶々と
する。マイノリティが声を上げなくても「それおかしいやん？」
と気づける人が増えれば、それに越したことはないのだけれど、
やはりマジョリティはどうしても鈍感で（だからマジョリティ
なわけで）、気づけない。だから問われるのは「その声を聴いて、
あなたはどうするのか」だと思う。マイノリティが声を上げても、
それを社会が、マジョリティがキャッチする力がなければ、「声」
は宙に浮いてかき消されてしまうから。そしてわたしは裁判を傍
聴する。わたしは声を聴けているのか？ 受けとめてどうするの
か？ ･･･ そして聴くどころか踏みつぶそうとする相手への怒りを
新たにする。そんなやつらに負けたくない。勝ちたい、と強く願う。
　学生時代、「差別は『差別するかしないか』ではなくて『差別
を許すか許さないか』だ」と先輩たちに言われ、わたしも後輩に
伝えてきた。【原告さん】も傍聴に集まる人たちも、多くはそん
なころからの仲間だ。闘う仲間がいることは心強い。けれど、そ
もそもなぜこんな裁判を起こさねばならなかったのか、とんでも
ない負担を強いられた【原告さん】のしんどさを考えると、堪ら
ない気持ちになる。最近観た韓国映画『1987- ある闘いの真実』で、
デモに行く大学生が「（危険なのに）なぜ行くのか」と問われて「な
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ぜかわからない。ただ、胸が痛くて、じっとしていられない」と
答える場面があった――あぁ、そうだ。「ただ、胸が痛い。」 胸が
痛いから、黙ってじっとしていられない。
　この裁判がなければ「みんな元気にしてるかなー」と、ときど
き思い出すぐらいだった人たちと、裁判所でたくさん会った。素
朴に、再会は嬉しいけれど、複雑な気持ちにもなる。みんな、わ
たしがこうして書いているような、表現しきれない気持ちに突き
動かされて、ただ、胸が痛くて、日々のあれこれに都合をつけて
駆けつけているのだと思う。裁判は平日で、一方的に日程が決ま
る。裁判所に駆けつけたいけど都合がつかず、もどかしい思いで
推移を心配している仲間は、もっといるはずだ。裁判官には、そ
んな「裁判所には来られない仲間たち」の姿や思いにも思いを馳
せて、判決を書いてほしい。

「駆けつけられない自分」をもどかしく、胸が痛いと思う仲間と
ともに、わたしたちはここにいる。
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第１２回口頭弁論の報告

清水　亮宏（原告訴訟代理人弁護士）

 
　　２０１８年８月２日午前１０時３０分から、大阪地方裁判所
堺支部にて、ヘイトハラスメント裁判の進行協議が行われ、その
後続けて、第１２回口頭弁論期日が開かれました。

１　期日の内容
　期日では、原告側から提出した第１６準備書面を陳述しました。
証拠として、保守速報事件の地裁判決を提出しています。
口頭弁論期日では、裁判所から、原告がどのような損害を被った

第１２回期日後の支援者集会で期日内容を説明する村田弁護団長
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のか（変遷も踏まえて）、原告は配布された文書をどのように扱っ
ていたのか、他の従業員との関係にどのような影響があったのか、
という点を補充するよう求められました。
被告側に対しては、資料を大量に配布しているからには従業員に読
ませることが目的として推認されるのではないか との指摘があっ
たほか、次の点等を明らかにするよう求めました。

・乙６のような資料（被告が、政治的資料・教科書関係以外の資
料と主張している資料）の配布の頻度と原告が問題にしている資
料の配布頻度（原告が問題にしている文書の方が量的に多いと思
われる）
・資料を従業員に読ませることでどのような効果を狙っていたの
か
・どのような基準で配布する資料を決めていたのか
・外国への批判を内容とする文書を配布することによる批判され
た国籍を有する従業員への影響についてどのように考えていた
のか（孤立化を招かないか）
・批判された国籍を有する従業員への影響（配慮）について事前
の検討はなかったのか

　また、教科書アンケートへの動員についても、同様に補充を求め
ました。
そして、原告側・被告側双方に対して、話し合いでの解決について
検討を求めました。

２　期日での意見陳述
　弁護団長の村田弁護士より、第１６準備書面の内容について意見
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陳述を行いました。続いて、会長の代理人から、予定している反論
内容について意見が述べられたほか、会社の代理人からも簡単に意
見が述べられました。

３　原告が第１６準備書面・意見陳述で主張したこと
　前回の期日において、裁判所から、職場環境配慮義務と原告の権
利侵害に関連して、①差別意図・目的が必要なのか、どのような事
実に基づいてその目的が認定できるのか、②特定の集団に対する差
別的文書の配布によって、なぜ個人である原告の権利が侵害された
といえるのか について釈明がありました。第１６準備書面・意見
陳述はこの釈明に応えたものです。
　内容を簡単に紹介いたしますと、①については、差別意図・目的
がなくても、差別的言論の蔓延という効果があれば、職場環境配慮
義務違反と権利侵害が生じることを主張しました。もっとも、本件
においては、客観的事実から差別目的を認定することができるため、
差別意図・目的が認められるという点も強調しています。
②については、職場という閉じられた空間かつ逃れようがない状況
下で資料配布が行われたことにより、原告の権利侵害が生じたとい
うことを改めて主張しています。

４　次回以降の予定
　次回、第１３回口頭弁論期日は、２０１８年１１月１日午前１１
時からです（従来と同様、口頭弁論期日に先立って、進行協議期日
が開かれます。）。
　今後は、本年９月末までに裁判所から補充を求められた点を明ら
かにするほか、原告の陳述書を提出する予定です。いよいよ証人尋
問に進むこととなります。
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　次回期日につきましても、ぜひ裁判所まで足をお運びいただき、
原告・弁護団を支えてくださいますようお願い申し上げます。
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 12 回期日の傍聴抽選券は 131 枚配布されました。期日終了後に近
くの会場で開催した支援者集会には 70 名ほどの原告支援者のみなさ
まに集まっていただき、なんとか被告側を上回ることができました。
次回期日以降も、これまで以上の多くの皆さんに傍聴支援に駆けつけ
ていただけますようお願いいたします。　　　　　　　　　（事務局）
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弁護団紹介　李
リ

 英
ヨンシル

実　

　弁護士の李英実（りよんしる）と申します。私が弁護団に参加
することとなったのは、金星姫先生から本件について話を聞いた
ことがきっかけです。原告さんと同じ在日コリアン女性である私
が、何か力になれることがあれば少しでも力になりたい！と思い、
参加させていただくこととなりました。

　弁護団に参加した直後に、会社から配布された膨大な資料をひ
とつひとつ読み、チェックしていくという作業を行いました。初
めて目を通したときは、怒りが込み上げてきて、作業がなかなか
進まなかったことを覚えています。異常としか言いようのない膨
大な資料の量、その内容を次々と目の当たりにするにつれて、段々
と気分が悪くなり、作業を中断することも何回もありました。腹
が立つ一方で、自分自身を否定されるような感覚に陥り、自分の
心を「無」の状態にしないと、作業を続けることは到底できませ
んでした。この日本には、この会社・会長のような考え方を持っ
た人が他にもたくさんいるのではないか、私の身近にもいたらど
うしよう、と、猜疑心にさいなまれるような気持ちにもなりまし
た。
　その度に、「こんな資料を職場で配布されている原告さんは、
今の私の比ではないほど、苦しまれただろう。」と思い、それに
もかかわらず、立ちあがって裁判に立ち向かわれている原告さん
のことを、心から尊敬しております。

人を蔑み、見下し、差別するということは、その人の人権、すな
わち生きる力を奪うことなのだと、この訴訟を通じて、つくづく
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痛感しております。そのような差別がまかり通っている社会を、
断じて許すことはできませんし、どんな人も、ありのままの姿で、
あるがままに、自由に生きていくことができる社会をつくってい
くことが、弁護士としての使命だと思っています。
　この訴訟が、そのような素敵な社会をつくっていくことのきっ
かけとなればいい、と心の底から思っていますし、自分自身も、
そのためにできることをひとつでもがんばっていきたいと思って
おります。
　至らない点が多いかと思いますが、今後ともご支援のほど、ど
うぞよろしくお願いいたします。

以　上

ひきつづき、

傍聴支援を

お願いします。
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原告より：この 3 年と少しを振り返って
　　　　　　　　　　　　　　～今の心境

　　
　2015 年 8 月 31 日、大阪地裁の岸和田支部にて「ヘイトハラスメント
裁判」を提起した。ただ、その時には「ヘイトハラスメント裁判」など
という呼び名もなく、支えてくれる存在も数人、内 3 人は弁護士の先生
だった。もう 3 年以上経つ。訴えの中身が今の法律等では単純に判断出
来ないからか直ぐに大きな堺支部に移された。
　自らが関わることがなければ裁判のイメージはドラマで見る感じにな
んだかんだ言っても近かった気がする。法廷にはもっと事件の中身が「証
拠としての物」を用いて人の前に示され、傍聴する人たちはそれを見て
どんな気持ちになるかを想像する。そして、きっと救われる。そんな感じ。
でも、現実は傍聴だけでは、どれ程のことがあったのか本当のところは

第 12回口頭弁論期日後の支援者集会でアピールする原告
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見えない。私に寄り添ってずっと来てくれている人たちでもほんの一部
しか目にすることはない。それも、傍聴の場ではなくこの会報や集会な
どでの限られた一部分だ。私が抱えてきた配布物やあの場で感じてきた
孤独感・疎外感・自分や他者に向かう「嫌」の感情は実は裁判の傍聴に
来たからと言って目の当たりにすることはない。どうやって耐えてきた
かも。提示に至った一部の資料の「酷さ」から想像してもらうしかない。
( 全てを公にすれば・・・とつい頭を過ぎることはあるけれど、その事
が多くの人を傷つけること、嫌な感情を広めることになると思うと単純
ではないし。ただ、陳述書には少し書かせてもらった。) 

　裁判を提起したことで「ヘイトハラスメント裁判を支える会」ができ
た。2013 年 5 月に一度、あのマンガ「日狂組の特別授業」が配布され
た時に心が壊れそうでどうにも居たたまれず、素直な共感を求められる
はずと速攻で電話した友人と若かりし頃の知人がニュースに報道された

「私」に気づき、声をかけてくれた。二人とも「人権」に関わることを
日常にしている。その事もやっぱり奇跡ではないかと思う。旧知の「私」
でなければ、気付いてもらえたかどうか、支えてもらえたかどうかはわ
からない。逆に言えば、そんな稀少な関わりに過去に触れることができ
ていた「私」だから、今に至っていると思う。そんな過去を持ってなけ
れば、展示会への行動に参加してしまった時点で確実に辞めていたと思
う。

　「ヘイトハラスメント裁判を支える会」という会の名称を決めるとき、
私は企業名を入れないようにお願いした。企業名を入れてしまうと特異
な体質の一企業で起きた特殊な事柄としての認知で終わるのではないか
という危惧があった。「立派な」人たちのつながりは配布される資料か
ら感じられたので、こんな「社員教育」に名を借りた行為が他に広がっ
たらと思うと怖かった。なによりも私自身も含め会社で働く人にとって
本来の仕事への姿勢や想いが「会長が会社という組織で、その影響力で
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もって従業員に広めてきた価値観（異なる立場への偏見や憎悪感情、自
分たちへの賞賛、無自覚な奉公精神の普及）への寄与」とされ、フジ住
宅で働く＝ 100 パーセント会長の考えへの賛同。という感覚で見られ
たくなかった。受け取りたくない物、不要な感情を抱かせる物を受け取
り、行動させられたことで傷つき、選ばされた立場は私だけに限らない。
そんな人たちもまたフジ住宅の人たちだ。多分に仕事に対する純粋な想
いを私は共に働く人の中に感じてきたつもりだ。被害を訴えないことは
究極、責められることではない。と思う。でも「被害の認定」には、特
定の個人自らが被害者であることを受け入れ、その上で誰かに発信する
ことが最低条件になる。それは正直「屈辱的」だし「酷」な条件だ。「私
はいじめられています。」なんて言いたくないし「私は差別される側の
人間です。」なんて公言したくはない。そんな立場にいたくなんて無い。
しかも声を発したところで被害が認定されるとは限らない。それでも「な
んとかしたい」と思ったし、今ならまだ「なんとか出来る」と思った。

　裁判を提起して「被害を認定される」ということがいかに重要で難し
いことかを実感した。「被害の認定」がされないことには「加害の存在（過
ち）」もないことになるし、当然「救済」も「対策」も望めない。「具体
的」な被害を聞かれる度にもっと露骨に傷つけられないと救えないと言
われている気になる。2013 年秋、労働基準監督署でも自分を晒して抗
議をして職場を追われることにでもなれば対応できる。と言われた。逆
に言えば、抗議してクビにでもならなければ対応できない。ということ
だと思った。
　表面を取り繕って必死で「通常の体様」で働き続けることが出来るう
ちは「被害」は認めてもらえないのかと思えてくると、差別やパワハラ
を告発することにも職を失うこと追いやられることが条件のような気が
してくる。会社で業務に一切関係の無い中国や韓国や「在日」、戦争被
害者への罵しりや偏見や差別等々を「嫌」の感情を広めながら、自分好
みの都合に適った日本人の育成をせっせとその支配下にある労働者に施
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す「立派な人」よりも、そんな状況下で傷つきながら、生活のために仕
事にしがみついている「私」に非があるのかと錯覚しそうな気になる。
ちなみに、もし匿名でなく裁判を提起していたら、社会的にはもっと取
り上げられたかもしれないけれど、きっともう働けてはいないと思う。
それに経済的にも精神的にも家族に今以上に犠牲を強いたと思う。自分
がしたことが間違えではないとしても後悔していたと思う。助けを請う
ために被害を覚悟しないといけないのが、今の日本社会の実状だと身を
もって実感する。それでも、私は働き続けるつもりだ。続けながら、被
害を認められたいと思う。
そして会社には、会社が行動指針に掲げている、「組織の総力を結集して、
職場における役職員の安全と健康の確保に努め、快適で明るい職場形成
に努めます。また、役職員の人格・個性を尊重し、差別禁止・セクシュ
アルハラスメント禁止の徹底を図るなど、積極的に雇用・労働条件の改
善に努めます。」を具体的に実行してほしいと思う。

　ようやく、山ほどの配布物（紙あり、メールあり、CD,DVD・・・あり）
から弁護士先生たちが書面をまとめ上げてくださいました。厳選する際
には嫌な気持ちと葛藤・それこそ吐き気との戦いでもあったと思います。
そして、ようやく陳述書の提出にこぎ着けることが出来ました。要領を
得ない私の書き連ねた文章に、先生たちはよく耐えてくださいました。
ありがとうございました。そして、あらためてよろしくお願いします。
そして、皆様。いよいよこれからなのかもしれません。マイノリティや
弱者への想像力を放棄するような空気を広めようとする「立派な力」を
感じてしまうこの頃ですが、この裁判が少しでも希望を示せることにな
ればいいなぁ。と思います。とりわけ若者に知ってもらいたいです。多
くの人に伝えていただけますようにお願いします。

2018 年 10 月 14 日　原告
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　さる 8 月 5 日、大阪市生野区のつるはし交流ひろば「ぱだん」にて、
第 3 回ヘイトハラスメント裁判を支える会総会・学習＆交流集会を開催
しました。
　学習会では、同志社大学社会学部の板垣竜太教授から、昨年裁判所に
提出した意見書をもとに、フジ住宅がおこなった資料配付等が在日コリ
アン 3 世である原告にとって敵対的な就労環境を醸成するレイシャルハ
ラスメントであり、使用者としての法的責任が問われるべき違法行為で
あるということを分かりやすく解説していただきました。
　学習会終了後には、弁護団より裁判の見通しとして早ければ年度内に
も 1 審判決が下されるのではないかとの見通しが示されました。
　いよいよ佳境に入った裁判について、あらためて原告を支え勝利をか
ち取るためのとりくみをすすめていかなければいけないと、支援者とし
ての決意を新たにした集会でした。次項では、総会で確認した、支える
会の活動報告と、会計報告を掲載します。
　今後とも、引き続き支える会の活動へのご支援とご協力をお願いいた
します。

支える会総会・学習＆交流集会を開催しました

板垣教授による学習会
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○ 抽 選 外 れ。 報 告 集 会 で ご 報 告 下 さ
り、 あ り が と う ご ざ い ま し た。 裁 判 官 が
未だよく分っていないと憤りを感じまし
た。歴史認識を考えさせねばなりません。 
この状況で和解の方向の提案はひどいと
思います。被告の望むところと思います。 
裁判所はヘイトハラスメント、教科書の不
当アンケートを *** ととらえるべき。文科省、
育鵬社への注意があっても、大阪市は採択や
り直しはしなかった。根本的な問題を明らか
にした勝訴裁判を望みます。原告の方の絶大
なる闘いに感謝。応援します。

○またきます。救心は体に良くないって鈴木
さんが言ってました。

○最後に勝利するまで微力ながら応援します。
厳しくつらい裁判でしょうが、どうか闘い抜
いて下さい。可能な限り裁判傍聴等通い続け
ます。

○今日、傍聴参加者の半数以上が、いわゆ
る「草の根右翼」の皆さんだった。腰に日
の丸をつけヨレヨレのブルーリボンがゆれ
る。待合室は彼らに占拠されてしまってい
た。それだけ彼等、危機感が強いのか、「安
倍政治」に身も心もゆだね安心したいのか？ 
そう言う意味でフジ住宅ハラスメント裁判は、
いよいよ「激突的情勢」を迎えているのだと
思う。抽選待合の後ろから「戦後共産主義革
命の連中は…」はどの話が聞こえてくる。ビッ
クリである。先般、砂川事件の再審請求が最
高裁によって改めて棄却された。そして大半
が再審請求中のオウム死刑囚 13 人が国家権
力の最高レベルの発揮によって死刑執行され
た。私たちは一見平穏無事に見える社会の中
で、いつの間にか崖っぷちに立たされている
のかもしれない。そう思いたい。

○ 今 回 も 被 告 側 は 同 じ 主 張 を く り
返 し て い て、 い つ ま で も 論 点 が
か み 合 わ な い こ と に 苛 立 ち ま す。 
裁 判 所 も、 原 告 の 被 害 を 具 体 的 に 示 す
よ う 求 め て い ま す し、 原 告 女 性 に と っ
て は 本 当 に 苦 し い 作 業 だ と 思 い ま す。 
私にできることは、わずかで、裁判の傍聴に
来ることしかできませんが、この裁判が勝て
なければ未来はないと思い、心は原告女性と
ともにあります。

○ と て も 勇 気 が あ る 方 だ と 思 い ま し た。 
闘いは大変だと思いますが、できる限り応援
させていただきます。

○「2 次 被 害 」 と い う よ く 見 か け る 言 葉
が、今日の原告のメッセージで感情として
胸にせまって来た。一番辛かった時の感情
を思い起こし、言葉として書きつづくる
ことはどんな苦しいことだろうと考えた。 
時間を作ってなるべく来ようと思っている。
来れなくても、応援し続けている。

○初めて裁判を傍聴させていただきました。
相手側の主張として、故意でなければ、差別
でない、そして自分のしていることを正しい
と思っているところに驚きました。普通に考
えたら、おかしいような、人を人種で差別す
るようなことを、おかしいと思わない人がた
くさんいることがこわいです。今も、このお
うに偏見で苦しんでいる人がいるとをもっと
多くの人に知ってもらえたらと思います。今
日、来ることができてよかったです。

第 12 回口頭弁論後の支援者集会参加者からのメッセージ


